
飛
び
つ
く
前
に
、

よ
く
考
え
よ
う
！

？

？

？

？

？

？

天然・自然の素材

だから安全・安心！

体験談が

こんなにたくさん！

有効成分が入って
いるから効果が
ある製品？

「天然・自然」が
安全の理由にはな
りません
（13ページ）

健康食品で

病気が治る！

「専門家」「有名人」が

言っているから安心！

動物実験で効果を実証

病気の人が健康食品を利用するには
リスクがあります（13ページ）

専門家「ひとりだけ」の情報は
あてになりません（14ページ）

動物実験の結果を単純にヒトに当て
はめることはできません（15ページ）

その体験談は
「ホント」かな？
（14ページ）

「成分の情報」と
「製品の情報」は
まったく別のもの
です（15ページ）

　テレビ、雑誌、新聞、インターネットなどで毎日目にする健康食品。市場にはさまざまな健康

食品が流通していますが、健康食品が原因で体調を崩す事例なども出てきており、注意が必要で

す。あふれる情報にふりまわされず、健康食品について正しく理解できるよう、このパンフレッ

トを参考に、冷静に考えてみてください。

不安

健康食品を買う前に「本当に必要かどうか」考えてみましょう

１日分 料　　理　　例

食事バランスガイド
あ な た の 食 事 は 大 丈 夫 ？

　健康食品の包装には栄養成分表示がありますが、購

入を考える前に「本当にその健康食品が必要かどうか」

冷静に考えることが大切です。バランス良く通常の食

事を摂っていれば、栄養がそれほど不足することはあ

りません。1 日に必要な栄養素の量は決まっています

が、これは「習慣的な摂取量（約 1 カ月の平均値）」を

指しています。多く摂ったり、少なく摂ったりする日

があっても構いません。1 日だけを取り上げて、摂取

量を満たしたか / 満たしていないかという考え方は間

違いです。

　足りない栄養素を気にするよりも、食事全体のバランスをチェックしましょう。厚生労働省・農林

水産省が共同で作成した「食事バランスガイド」を参考にしてください。

　食事バランスや、栄養成分表示の見方などが分からなければ、保健所の窓口や、栄養士、健康食品

に関するアドバイザリースタッフなどの詳しい人に相談してください。

栄養成分（200ml 当たり）
エネルギー

たんぱく質

脂　　　質

…………… 　◯◯Kcal

…………………　◯◯g

…………………　◯◯g

……………………   ◯◯g

………………   ◯◯mg

炭水化物

ナトリウム
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「保健機能食品｣制度と健康食品

　健康食品は大きく、「国が特定の機能の表示

などを許可したもの（保健機能食品）」と「そ

うでないもの」の２つに分けられます。保健機

能食品にはさらに「特定保健用食品（通称トク

ホ）」と「栄養機能食品」の２種類があります。

１）「特定保健用食品（通称トクホ）」

　特定保健用食品は製品ごとに有効性と安全性

が審査されていることが特徴です。

２）「栄養機能食品」

　栄養機能食品は表示できる栄養成分と量に基準があります。ただし、トクホのように個別製品

ごとの審査はなく、製造者が基準を満たしたという自己認証の表示食品です。栄養機能表示がで

きる成分とできない成分を両方含む製品で、機能表示ができない成分のほうを大きく宣伝してい

るものもあります。「消費者庁許可！」などと書いてあっても、「どの成分が基準をクリアしてい

るのか」が問題です。下の表を参考に確認しましょう。

■栄養機能食品として機能表示ができる栄養成分

■日本における「健康食品」の大まかな分類（医薬品は除く）

ミネラル

ビタミン

カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム、鉄

ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミン A、ビタミン B１、

ビタミン B2、ビタミン B6、ビタミン B12、ビタミン C、ビタミン D、

ビタミン E、葉酸

食　　品

「健康食品」
一般食品

国が制度を創設して
機能表示等を許可

機能表示は
認められていない

保健機能食品

特定保健用食品

栄養機能食品 サプリメント

いわゆる健康食品

違法製品
無承認無許可医薬品
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気をつけたい表示内容・・・成分名・含有量・問い合わせ先

　実際に健康食品を選ぶ際に、気をつけてほしいポイントをまとめました。購入を考えるときには「あ

れもこれも、いろいろな成分が入っている製品」をお買い得に思うかもしれませんが、ちょっと待っ

てください。

　原材料表示に「○○抽出物」「××エキス」「△△菌」「◎◎粉末」「○×酵素」

などと書かれていませんか。このような表示は、実は「それぞれの原材

料に含まれる具体的な物質名が不明である」場合があります。

　たとえば「ウコン抽出物」としか表示されていない場合、「どれくらい

の量のウコンから」「どのような抽出方法で」「何を抽出したのか」分か

りません。何が入っているのか分からなければ、その製品が有効とも安

全ともいえないのです。

　また、いろいろな成分を複数添加している製品は、成分同士がお互い

にどのような影響を与えるか（特に悪い影響）についてほとんど検討し

ていない場合もあります。

　健康食品の有効性や安全性を判断するためには、「量」の情報が必要です。「どれくらいの量」とい

うのが分からなければ、安全なのか、生体に良い影響があるのか、分からないからです。量が表示さ

れていないということは、作っている側の品質管理ができていない可能性があります。実際に、成分

名表示はあっても含有量表示のない製品を分析したところ、その成分が検出されなかった（入ってい

なかった）という報告があります。量の表示がない製品は、有効性も安全性も分からない製品である

可能性があります。

　成分や含有量など、製品についての質問や、摂取していて何か

不都合なことがあったときなどのために、問い合わせ先（製造者

や販売者など）が表示されていることも必要です。製造者・販売者・

輸入者などについての表示は、食品衛生法で決められています。

なお、必須ではありませんが、お客様相談室などが設置されてい

るかどうかも確認してみましょう。

❶ 成分名を見る

❷ 含有量を見る

❸ 問い合わせ先を確認する
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違法品への注意方法・・・「海外製品」「個人輸入」に注意

　健康食品の中で最も注意しなければならないのが、故意に薬の成分を添加

した製品です（無承認無許可医薬品）。「食品です」と宣伝しながら、その製

品中には薬の成分が含まれますので、添加された薬の含有量や種類によって

は、重大な健康被害を受ける可能性があります（過去の例では、中国製ダイ

エット食品により健康被害事例100件以上、死亡事例4件）。

　また、薬の成分が添加されていなくても「○○に効く」「△△が治る」など、

「薬のような表示・表現」をしているものも薬事法に違反します（厚生労働

省のホームページでは、無承認無許可医薬品をはじめ、最新の健康食品被害

情報を随時更新しています http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/musyounin.html）。

　これら「無承認無許可医薬品」は、もはや食品ではありませんが、表示はともかく、外見からは内

容物の判断がつきません。このような違法品から身を守るポイントは以下の２点です。

×海外からの輸入品に注意する
　（特にインターネットを介した個人輸入）

× 錠剤・カプセル状の健康食品を薬と誤用
　しない

　過去に健康被害を生じた製品のほとんどが、「海

外からの輸入品」「錠剤・カプセル状の食品」です。

インターネットを介した購入だけでなく、海外旅

行のおみやげ品も個人輸入に該当します。これら

をあげたりもらったり、軽い気持ちでやりとりし

ないように気をつけましょう。また、海外から個人輸入した医薬品等は「医薬品副作用被害救済制度」

（※１）の対象にならないことも覚えておきましょう。

※１　医薬品（病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含む）を適正に使用したにもかかわらず副

　　　作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図る制度。
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